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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年９月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月９日（金） １５時３０分ごろ 

発生場所 和歌山県みなべ町堺漁港南西方沖 

 みなべ町所在の紀伊堺港西防波堤灯台から真方位２５９°９６０ｍ

付近 

 （概位 北緯３３°４４.４′ 東経１３５°１９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート スターマリン、１０トン 

 ２４３－３３００９大阪、有限会社船場ミキ商事 

 １４.２２ｍ（Lr）×３.３８ｍ×１.５２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、６６１kＷ（合計）、平成１１年７月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和４９年１０月１１日 

  免許証交付日 平成２２年１２月２８日 

         （平成２６年７月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船尾船底に破口、両舷のプロペラ翼に曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、２人を同乗させ、和歌山県田辺市

のマリーナを出発し、堺漁港南西方に至ったところ、平成２５年８月

９日１５時３０分ごろ付近の浅所に船尾が乗り揚げた。 

 本船は、船尾船底に破口が生じて浸水し、乗船者のうちの１人が、

出発したマリーナに電話を掛けて救助依頼を行い、マリーナから１１８

番通報が行われ、１６時３８分ごろ船長及び同乗者２人が海上保安部

のゴムボートに救助された。 

 本船は、船首部を残して水没状態となり、１０日午前中に船長が手

配した業者によって堺漁港へえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １ 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約８２cm（田辺） 
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 その他の事項  船長は、本船を約１年間使用していなかったので、動かすこととし

た。 

 本船には、ＧＰＳプロッターが設置されており、航行中は起動して

いた。 

 海図Ｗ７４によれば、本船が乗り揚げた場所付近の底質は岩であ

る。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

 本船は、堺漁港南西方沖を航行中、付近の浅所に乗り揚げたものと

考えられるが、船長及び同乗者から情報が十分に得られなかったた

め、乗揚に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、堺漁港南西方沖を航行中、付近の浅所に乗り揚

げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出発する前に海図を見たり、マリーナのスタッフからマリーナ周

辺に存在する危険箇所等を聞いたりし、水路状況を把握しておく

こと。 

 ・目視に加え、ＧＰＳプロッターを活用すること。 
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出発場所 

堺漁港 

事故発生場所 
（平成２５年８月９日 
 １５時３０分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 
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